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   八王子市介護保険条例の一部を改正する条例 

 八王子市介護保険条例（平成１２年八王子市条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （特例居宅介護サービス費の額）  （特例居宅介護サービス費の額） 

第４条 特例居宅介護サービス費の額は、当

該居宅サービス又はこれに相当するサービ

スについて介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第４１条第

４項各号の厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該居

宅サービス又はこれに相当するサービスに

要した費用（特定福祉用具の購入に要した

費用を除き、通所介護、通所リハビリテー

ション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護及び特定施設入居者生活介護並びにこ

れらに相当するサービスに要した費用につ

いては、食事の提供に要する費用、滞在に

要する費用その他の日常生活に要する費

用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を超えるときは、当該現に居宅

サービス又はこれに相当するサービスに要

した費用の額とする。）の１００分の９０

（法第４９条の２第１項第２号の規定を適

用する場合においては、１００分の８０、

同条第２項の規定を適用する場合において

は、１００分の７０）に相当する額とす

る。 

第４条 特例居宅介護サービス費の額は、当

該居宅サービス又はこれに相当するサービ

スについて介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第４１条第

４項各号の厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該居

宅サービス又はこれに相当するサービスに

要した費用（特定福祉用具の購入に要した

費用を除き、通所介護、通所リハビリテー

ション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護及び特定施設入居者生活介護並びにこ

れらに相当するサービスに要した費用につ

いては、食事の提供に要する費用、滞在に

要する費用その他の日常生活に要する費

用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を超えるときは、当該現に居宅

サービス又はこれに相当するサービスに要

した費用の額とする。）の１００分の９０

（法第４９条の２第２号の規定を適用する

場合においては、１００分の８０）に相当

する額とする。 

  



 （特例地域密着型介護サービス費の額）  （特例地域密着型介護サービス費の額） 

第４条の２ 特例地域密着型介護サービス費

の額は、当該地域密着型サービス又はこれ

に相当するサービスについて法第４２条の

２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当

該地域密着型サービス又はこれに相当する

サービスに要した費用（地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及

び複合型サービス並びにこれらに相当する

サービスに要した費用については、食事の

提供に要する費用、居住に要する費用その

他の日常生活に要する費用として厚生労働

省令で定める費用を除く。）の額を超える

ときは、当該現に地域密着型サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額

とする。）の１００分の９０（法第４９条

の２第１項第４号の規定を適用する場合に

おいては、１００分の８０、同条第２項の

規定を適用する場合においては、１００分

の７０）に相当する額とする。 

第４条の２ 特例地域密着型介護サービス費

の額は、当該地域密着型サービス又はこれ

に相当するサービスについて法第４２条の

２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当

該地域密着型サービス又はこれに相当する

サービスに要した費用（地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及

び複合型サービス並びにこれらに相当する

サービスに要した費用については、食事の

提供に要する費用、居住に要する費用その

他の日常生活に要する費用として厚生労働

省令で定める費用を除く。）の額を超える

ときは、当該現に地域密着型サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額

とする。）の１００分の９０（法第４９条

の２第４号の規定を適用する場合において

は、１００分の８０）に相当する額とす

る。 

  

 （特例施設介護サービス費の額）  （特例施設介護サービス費の額） 

第６条 特例施設介護サービス費の額は、当

該施設サービスについて法第４８条第２項

の厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該施設サービ

スに要した費用（食事の提供に要する費

用、居住に要する費用その他の日常生活に

要する費用として厚生労働省令で定める費

用を除く。）の額を超えるときは、当該

現に施設サービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０（法第４９条の２

第１項第６号の規定を適用する場合におい

ては、１００分の８０、同条第２項の規定

を適用する場合においては、１００分の７

０）に相当する額とする。 

第６条 特例施設介護サービス費の額は、当

該施設サービスについて法第４８条第２項

の厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該施設サービ

スに要した費用（食事の提供に要する費

用、居住に要する費用その他の日常生活に

要する費用として厚生労働省令で定める費

用を除く。）の額を超えるときは、当該

現に施設サービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０（法第４９条の２

第６号の規定を適用する場合においては、

１００分の８０）に相当する額とする。 

  

 （特例介護予防サービス費の額）  （特例介護予防サービス費の額） 

第７条 特例介護予防サービス費の額は、当

該介護予防サービス又はこれに相当するサ

ービスについて法第５３条第２項各号の厚

生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該介護予防サービ

ス又はこれに相当するサービスに要した費

用（特定介護予防福祉用具の購入に要した

費用を除き、介護予防通所リハビリテーシ

第７条 特例介護予防サービス費の額は、当

該介護予防サービス又はこれに相当するサ

ービスについて法第５３条第２項各号の厚

生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該介護予防サービ

ス又はこれに相当するサービスに要した費

用（特定介護予防福祉用具の購入に要した

費用を除き、介護予防通所リハビリテーシ



ョン、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護及び介護予防特定施設

入居者生活介護並びにこれらに相当するサ

ービスに要した費用については、食事の提

供に要する費用、滞在に要する費用その他

の日常生活に要する費用として厚生労働省

令で定める費用を除く。）の額を超えると

きは、当該現に介護予防サービス又はこれ

に相当するサービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０（法第５９条の２

第１項第２号の規定を適用する場合におい

ては、１００分の８０、同条第２項の規定

を適用する場合においては、１００分の７

０）に相当する額とする。 

ョン、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護及び介護予防特定施設

入居者生活介護並びにこれらに相当するサ

ービスに要した費用については、食事の提

供に要する費用、滞在に要する費用その他

の日常生活に要する費用として厚生労働省

令で定める費用を除く。）の額を超えると

きは、当該現に介護予防サービス又はこれ

に相当するサービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０（法第５９条の２

第２号の規定を適用する場合においては、

１００分の８０）に相当する額とする。 

  

 （特例地域密着型介護予防サービス費の

額） 

 （特例地域密着型介護予防サービス費の

額） 

第７条の２ 特例地域密着型介護予防サービ

ス費の額は、当該地域密着型介護予防サー

ビス又はこれに相当するサービスについて

法第５４条の２第２項各号の厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該地域密着型介護予防サービ

ス又はこれに相当するサービスに要した費

用（食事の提供に要する費用その他の日常

生活に要する費用として厚生労働省令で定

める費用を除く。）の額を超えるときは、

当該現に地域密着型介護予防サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額

とする。）の１００分の９０（法第５９条

の２第１項第４号の規定を適用する場合に

おいては、１００分の８０、同条第２項の

規定を適用する場合においては、１００分

の７０）に相当する額とする。 

第７条の２ 特例地域密着型介護予防サービ

ス費の額は、当該地域密着型介護予防サー

ビス又はこれに相当するサービスについて

法第５４条の２第２項各号の厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該地域密着型介護予防サービ

ス又はこれに相当するサービスに要した費

用（食事の提供に要する費用その他の日常

生活に要する費用として厚生労働省令で定

める費用を除く。）の額を超えるときは、

当該現に地域密着型介護予防サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額

とする。）の１００分の９０（法第５９条

の２第４号の規定を適用する場合において

は、１００分の８０）に相当する額とす

る。 

  

 （保険料率等）  （保険料率等） 

第９条 平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第９条 平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７万４，

６００円 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７万４，

６００円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の



３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とする。以

下この項において同じ。）が１２０万

円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第３８条第４項に規定する特別控

除額を控除して得た額とする。以下こ

の項において同じ。）が１２０万円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  イ （略）   イ （略） 

 ⑺～⒁ （略）  ⑺～⒁ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第２２条 被保険者、被保険者の配偶者若し

くは被保険者の属する世帯の世帯主その他

その世帯に属する者又はこれらであった者

が正当な理由なしに、法第２０２条第１項

の規定により文書その他の物件の提出若し

くは提示を命ぜられてこれに従わず、又は

同項の規定による当該職員の質問に対して

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

は、１０万円以下の過料に処する。 

第２２条 被保険者、第１号被保険者の配偶

者若しくは第１号被保険者の属する世帯の

世帯主又はこれらであった者が正当な理由

なしに、法第２０２条第１項の規定により

文書その他の物件の提出若しくは提示を命

ぜられてこれに従わず、又は同項の規定に

よる当該職員の質問に対して答弁せず、若

しくは虚偽の答弁をしたときは、１０万円

以下の過料に処する。 

  

  
   附 則 

 この条例は、平成３０年８月１日から施行する。 


